
　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、２０
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民

年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、保
険

料
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、学
生
の
方
の
多
く
は
、

収
入
が
無
い
な
ど
の
理
由
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
を
猶

予
し
、社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め

る
こ
と
が
で
き
る「
学
生
納
付
特

例
制
度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
者

大
学・大
学
院・短
期
大
学・高
等
学

校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
お

よ
び
職
業
能
力
開
発
校
な
ど
に
在

学
す
る
学
生
で
夜
間
部
・
定
時
制

課
程
・
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る

方審
査
基
準

①
本
人
の
平
成
23
年
度
の
所
得
額

（
所
得
の
目
安
１
１
８
万
円
＋
扶

養
親
族
の
数
×
３８
万
円
）

②
災
害・失
業・事
業
の
廃
止
な
ど

　

以
上
の
点
を
日
本
年
金
機
構
が

審
査
し
、承
認
、却
下
が
決
定
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、免
除
申
請
す
る
際
は
、前

年
度
の
所
得
の
有
無
を
確
認
し
ま

す
の
で
所
得
が
有
る
方
は
申
告
が

必
要
と
な
り
ま
す
。ま
た
、失
業
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、所
得
の
基
準

額
よ
り
失
業
し
た
人
の
所
得
が
上

回
っ
て
い
る
と
き
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
・
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
等
が
必
要
で
す
。

猶
予
申
請
に
必
要
な
書
類

①
学
生
で
あ
る
身
分
が
証
明
で
き

る
も
の「
学
生
証
ま
た
は
平
成
23

年
４
月
１
日
以
降
に
発
行
さ
れ
た

在
学
証
明
書
の
い
ず
れ
か
」が
必

要
で
す
。

②
前
年
度
に
所
得
が
有
る
方
で
平

成
23
年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登

録
が
他
市
町
村
の
場
合
は
、所
得

証
明
書（
扶
養
状
況
が
記
入
さ
れ

て
い
る
も
の
）を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

学
生
納
付
特
例
申
請
は
、毎
年

申
請
が
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
の
申
請
が
遅
れ

る
と
、申
請
日
前
に
生
じ
た
不
慮

の
事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
に
つ

い
て
、障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
民
課　

国
民
年
金
係

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

（
内
線
３
１
１
１
〜
３
１
１
６
）

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

国民年金保険料

猶予申請受付を4月1日から開始します
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学生納付特例制度学生納付特例制度学生納付特例制度

学生納付特例期間の年金はどうなるの？

◇障害基礎年金および遺族基礎年金
を受給するためには一定の受給要
件があります。

◇学生納付特例を受けた期間は、将来
受ける年金の受給資格期間に算入
されますが、年金額には反映されま
せん。そこで、学生納付特例が承認
された期間の保険料は、10年以内
であれば、古い期間から順に納付が
可能です。（ただし、承認を受けた年
度の翌年度から起算して、３年度目
以降は、当時の保険料に一定の金額
が加算されます。

■「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように違います。

納　付

障害基礎年金・遺族基礎年金
(受給資格期間)

○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
されます

×
されません

×
されません

受給資格期間

年金額に計算

未　納学生納付特例

老
齢
基
礎
年
金

東北地方太平洋沖地震に関する市長メッセージ

平成23年3月18日

浦添市長 儀間 光男

　３月１１日、東北地方太平洋沖でマグニチュード９．０の巨大地震が起き、各
地で津波が発生しました。未曾有の地震そして津波は東北地方・関東地方を
中心に甚大な被害をもたらしました。
　この度の災害は範囲が広く、また行政機能が麻痺している地域もあるため、
被害の全貌はいまだ明らかになっておりませんが、死者と行方不明者は１万５
千人を超えると報道されています。
　亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、災害に遭われた方々に心
よりお見舞いを申し上げます。
　本市では、１日も早い被災地の復興のために、職員はもとより１１万市民の英
知を結集させ、最大限の支援を全力で行います。
　人的支援・物的支援につきましては、県や関係機関と連携し進めてまいります。
　まず、人命救助等の支援のため、高規格救急自動車１台を３月１５日に被災
地へ送ると共に、消防職員３名を１７日に派遣致しました。
　次に、水道供給の復旧支援のため、自動車１台、０．５トンの水タンク、発電機
を3月15日に被災地へ送り、今後職員３名を派遣する予定です。
　次に、被災者のメンタルヘルスケアのため、保健師２名を派遣致します。
　さらに、義援金１，０００万円を支出することを決定致しました。
　過去に例がない規模の災害には、かつてない支援体制が求められます。
　今後とも、１１万市民とともに、本市としてできることを考え、あらゆる支援に
全力を挙げて取り組んでまいります。
　全市民、全県民、全国民が心を一つにして、国難を乗り切りましょう。
　また、災害発生直後から、市役所内に義援金箱を設置し、職員及び市民の
皆様方から義援金を募っております。皆様方のご協力をお願い申し上げます。
　現在避難所で不安な日 を々過ごされています多くの方々に１日でも早く安寧
の日々が訪れますことを心から祈念申し上げます。

ま ひ

み ぞ う

ぜん ぼう

※支援状況は、平成23年３月１8日現在です。

（7）広報うらそえ　2011年4月1日 2011年4月1日　広報うらそえ（6）


